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令和２年５月２５日

生徒・保護者の皆様へ

仙台大学附属明成高等学校

校 長 中 村 勝 彦

学校再開について

薫風の候、皆様には益々ご清祥のこととお喜び申し上げます。

さて、宮城県は５月半ばに緊急事態宣言が解除され、現在、県下の小・中・高等学校

では、公私立を問わず６月１日からの学校再開に向けて準備が進められております。こ

の臨時休業の期間中、本校では電話やメール等でご家庭と連絡を取り合うようにし、課

題の郵送やオンライン授業、分散登校によるＨＲ等を実施し、子ども達の学びと健全な

育成を支援してまいりました。さらに５月の最終週は、新型コロナウィルス感染防止に

対応した学校生活に円滑に入っていくことができるよう、分散登校による授業を実施し

ているところです。そして、いよいよ次週６月１日（月）からは通常授業を開始いたし

ます。この間、皆様にはひとかたならぬご支援を賜りましたことに、厚く御礼申し上げ

ます。

今後は感染防止に最大限努めつつ、夏季休業の短縮や土曜日を活用して授業を行い、

子ども達の学びの保障を図るとともに、実学教育による人格の陶冶と人材の育成に尽力

する所存でおります。特に３年生については、個々の進路希望を実現させるべく、教職

員が一丸となって手厚くサポートしてまいります。

つきましては、ご家庭におかれましても、何卒、一層のご理解とご協力を賜りますよ

うお願い申し上げます。

尚、特にご家庭でご指導いただきたいことを裏面に記載いたしますので、ご覧いただ

き、ご協力をお願いいたします。

結びに、ご家族皆様の益々のご健康とご多幸を祈念いたします。
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学校再開にあたってご家庭でご指導いただきたい事項

１．毎朝必ず検温を実施してください。家庭で体温や健康状態が確認できなかった生徒

については、登校時に検温をしてから入室となります。

２．発熱等の風邪症状がある場合には、必ず自宅で休養を取るようにしてください。こ

の場合の欠席の取り扱いについては文部科学省の示す方針に従い、対応します。

３．登校時に発熱等の風邪症状がみられる場合には、早退して自宅で休養を取るように

なります。その際には基本的に保護者の方に迎えに来ていただきますので、必ず学校

と連絡が取れるような態勢をお願いします。

４．登校の際には、清潔なハンカチ・ティッシュ・マスク・マスクを置く際の清潔なビ

ニール袋等を持参させてください。

５．登下校時には人混みを避け、身体的な距離を取るようご指導ください。また、手洗

い・顔洗い・咳エチケットなど、全国民的に進める活動についてご指導ください。

６．公共交通機関（学園バスを含む）を利用する生徒は、車内で会話をせず、新しい生

活様式に沿った乗り方をするようご指導ください。

７．食堂は営業しますが、室内が混み合うことを避けるため、当面の間は昼食を持参す

るようしてください。

８．抵抗力を高めるため、「十分な睡眠」「適度な運動」「バランスの取れた食事」等、生

活習慣を整えるようご指導ください。

９．感染リスクを減らすために、引き続き不要・不急の外出をしないようご指導くださ

い。

10．通学等に関して不安がある場合には学校にご連絡ください。


